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令和５年３月 河北町農業委員会総会（第３回） 

 

 令和５年３月２７日（月曜日）午後２時、河北町農業委員会総会を役場３階３０１会議室に

招集した。 

 

 ◎ 出席委員氏名（１２名） 

１番 岡﨑 学   委員  ２番 布川 峯夫  委員  ３番 押野 利浩 委員 

   ４番 関 紀子   委員  ５番 奥山 ちか子 委員  ６番 木嶋 啓治 委員 

   ７番 堀 和彦   委員  ８番 安部 敏明  委員  ９番 高橋 清  委員 

１０番 逸見 三和子 委員 １１番 奥山 喜幸  委員 １２番 後藤 慶治 委員 

 

 ◎ 欠席委員氏名（０名） 

   

 ◎ 出席農地利用最適化推進委員氏名（５名） 

   浅黄 庄一 委員    齋藤 文男 委員  田川 和美 委員   

東海林 伸太郎 委員  布宮 聡 委員 

 

 ◎ 欠席農地利用最適化推進委員氏名（０名） 

 

 ◎ 職務のため総会に出席した事務局職員の職氏名 

   宇野 勝  農業委員会事務局長兼農林振興課長 

   奥山 明子 農業委員会事務局局長補佐兼農地係長 

 

 ◎ 説明のため総会に出席した者の職氏名 

 

◎ 議事日程 

   令和５年３月２７日（月曜日）午後２時００分開会、開議 

   日程第１ 議事録署名委員の指名 

   日程第２ 議案の審議 

報第５号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報第６号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

議第８号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議第９号  農用地利用集積計画（案）の決定について 

議第１０号 農用地利用配分計画案の作成について 

議第１１号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の改正について  

以上の議案を一括上程、開会、開議 
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 ○ 宇野事務局長 

    令和５年３月の河北町農業委員会総会を開会いたします。始めに、後藤会長よりあい

さつお願いします。 

 

 ○ 議長（会長） 

    はい、昨日の雨が嘘のようないい春日和でございます。皆さん、お忙しい中、３月の

総会にご出席いただきましてありがとうございます。過日農地の賃借料、それから、機

械の使用料、それの、設定の話合いが、ＪＡさんのほうで、各地区の実行組合長さんを

中心として、私も出席さしていただきまして、今後３年間の、賃借料の設定について話

合いが持たれました。その中で、皆さんのほうに御報告をするのが、まず田畑の賃借

料、一律で１５％下げるというような形になりました。機械の完了料金はそのまま据え

置きと。サクランボ等の、所謂労働賃金、一応、最低賃金の、たしか山形県が、８６５

円でしたかね、一応それにさくらんぼ等の農作業、設定するというような、話合いが行

われて、そのまま決定になったような次第です。 

もう１点が、青年就農認定の審査会が、これも過日ございました。その審査会、委員

長は河内副町長でございまして、私も、出席しまして、田井の●●●●さん。前の農業

委員の●●●●さんの息子さんです。彼が、親と一緒といえば一緒なんですけども、独

立した形で、農業経営をさくらんぼとぶどうを主体にこれから、地域の担い手として頑

張っていくっていうことで、申請がありまして、頑張ってくださいということで、認可

なりました。この２点をまず皆さんのほうにご報告させていたします。春作業これから

だんだんと忙しくなります。まず事故のないように、周りと注意し合いながら、作業を

進めていただきたいと思います。 

本日もよろしくお願いいたします。 

  

○ 宇野事務局長 

ありがとうございました。それでは、日程第１議事録署名委員の指名から会長より進

めていただきたいと思います。 

 

 ○ 議長（会長） 

    はい、日程第１議事録署名委員の指名です。７番 堀委員 ８番 安部委員、よろし

くお願いします。 

    それでは日程第２議案の審議に入らせていただきます。報第５号 農地法第３条の３

第１項の規定による届出について、ということで事務局から説明お願いします。 

 

 ○ 事務局（奥山） 

    それでは、私のほうから説明させていただきますが、座って失礼します。 

    お手元の資料の１ページをお開きください。報第５号 農地法第３条の３第１項の規

定による届出についてです。 
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はじめに、申請番号５番 所在地 谷地字月山堂（ガッサンドウ）●●●●、田、ほ

か２筆で計６，５２２㎡です。所有者 ●●●●さんが●●●●年●●月●●日に亡く

なり、子の●●●●さんに相続されたものです。取得後は下野は自作するほか、●●●

●さん、●●●●さんから耕作してもらうとのことです。 

 

次に、申請番号６番 所在地 西里字塩ノ渕（シオノフチ）●●●●、樹園地、ほか

４筆で計６，６８６㎡です。所有者 ●●●●さんが●●●●年●●月●●日に亡くな

り、子の●●●●さんが相続したものです。取得後も自作するほか、田んぼは●●●●

さんに耕作してもらうとのことです。 

 

 次に、資料２ページ、申請番号７番 所在地 大字溝延字扇田（オウギダ）●●●

●、田、ほか１筆で計５，９６４㎡です。所有者の●●●●さんが、●●●●年●●月

●●日に亡くなり、子の●●●●さんが相続したものです。取得後も●●●●さん、●

●●●さんから耕作してもらうとのことです。 

 

次に、申請番号８番 所在地 大字溝延字扇田（オウギダ）●●●●、田、ほか２筆

で計５，４２２㎡です。所有者 ●●●●さんが●●●●年●●月●●日に亡くなり、

相続した子の●●●●さんも●●●●年●●月●●日に亡くなったため、●●●●さん

妻の●●●●さんが相続したものです。取得後も自宅近くの畑は自作するほか、田んぼ

は●●●●さんに耕作してもらうとのことです。 

 

次に、申請番号９番３ページに渡ります。 所在地 西里字慶光寺（ケイコウジ）●

●●●、畑、ほか１７筆で計１８，９４９．４６㎡です。所有者 ●●●●さんが●●

●●年●●月●●日に亡くなり、子の●●●●さんが相続したものです。取得後も自作

するとのことです。 

 

次に、申請番号１０番４ページに渡ります。所在地 大字吉田字馬場（ババ）●●●

●、田、ほか８筆で計１６，４８０㎡です。所有者 ●●●●さんが●●●●年●●月

●●日に亡くなり、子の●●●●さんが相続したものです。取得後も自作するほか、●

●●●さん、●●●●さん、●●●●さんから耕作してもらうとのことです。 

 

次に、申請番号１１番、所在地 谷地字海老鶴（エビヅル）●●●●、樹園地、ほか

３筆で計４，７９４㎡です。所有者 ●●●●さんが●●●●年●●月●●日に亡くな

り、子の●●●●さんが相続したものです。取得後も●●●●さんから耕作してもらう

ほか、樹園地については樹木を伐採しており、自分で管理するものの、あっせん希望と

のことです。 

 

次に、申請番号１２番、所在地 大字溝延字西浦（ニシウラ）●●●●、田、ほか４
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筆で計１０，６８３㎡です。所有者 ●●●●さんが●●●●年●●月●●日に亡くな

り、子の●●●●さんが相続したものです。取得後も西浦●●●●及び●●●●は●●

●●さんに耕作してもらい、他は自作するとのことです。 

 

    以上８件になります。よろしくお願いします。 

 

 ○ 議長（会長） 

    はい、ありがとうございます。皆さんのほうから御質問、なければ、相続ということ

で、このまま進めてよろしいでしょうか。 

―――賛同の声あり――― 

はい、ありがとうございます。 

それでは次に進めさせていただきます。報第６号 農地法第１８条第６項の規定によ

る通知について、事務局説明よろしくお願いします。 

 

 ○ 事務局（奥山） 

はい、資料の５ページになります。報第６号 農地法第１８条第６項の規定による通

知についてです。 

    

    申請番号５９番から６ページ６４番までは、町道公共工事のための解約となります。

内容については資料記載のとおりです。 

申請番号６６番、所在地 大字田井胡和勢（コワセ）●●●●、樹園地、ほか２筆で

計９３１㎡です。渡し人の、●●●●さんと、受け人の●●●●さんとの基盤強化法を

通した賃貸借契約の合意解約になります。理由につきましては、他の方に貸すためとの

ことです。 

 

以上７件になります。よろしくお願いします。  

 

 

 

    

 

 ○ 議長（会長） 

はい、ありがとうございます。最初のほう、５９番から、６４番。 

これ、ひなの湯と、産直センターの間の道路の町道新設のやつだよね。はい、皆さん

のほうから御意見、御質問ございますでしょうか。 

これは、●●●●さんは、これだけだか、出てきたのは。後は出てこない。これ、田

井川向かいのやつだか。 

○ 事務局（奥山） 
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これ、貸主の方が、●●●●さんが、もう次出来ない結果、昨年のさくらんぼの時期

過ぎてから、返されたような形になったそうです。賃借権の設定期間が５月末まである

もんですから、今の方に貸せないということで、一旦解約したいという話でした。借り

る方も探していたんですが、ちょっと借りる方のほうが、やっぱり借りられないという

ことになって解約だけやるというものです。 

 

○ 議長（会長） 

これ、●●●●さんは作れるんだか、作れないんだか。 

 

○ 事務局（奥山） 

作れないと思います。 

  

○ 議長（会長） 

関委員、この辺ちょっと分かるか。わかんない。 

 

○ 事務局（奥山） 

この樹園地なんですけども、この●●●●さんて方が自然農法とか、消毒とか施肥し

ないまま耕作していたらしく、もうさくらんぼ生らない状態だと聞いてます。もし引き

受ける方は改植しないとだめかなと思います。 

 

○ 議長（会長） 

何か皆さんのほうから、御意見ございますでしょうか。無ければ、このまま進めさせ

ていただきます。 

次に議第８号 農地法第３条の規定による許可申請について、お願いします。 

 

 ○ 事務局（奥山） 

    はい、それでは資料の７ページをご覧ください。議第８号 農地法第３条の規定によ

る許可申請についてです。 

 

申請番号３１番、所有権の移転です。所在地 谷地字砂田（スナダ）●●●●、田、

８６９㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は、●●●●さんです。理由につ

きましては、労力不足のためということです。 

 

申請番号３２番、使用賃借権の設定です。所在地 大字溝延字滝沢（タキザワ）●●

●●、畑、８０７㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。

理由につきましては、相手方の要望ということです。 

 

申請番号３３番、賃借権の設定です。所在地 大字田井字胡和勢（コワセ）●●●
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●、畑、８０５㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。理

由につきましては、労力不足のためです。 

 

申請番号３４番、賃借権の設定です。所在地 谷地字東（ヒガシ）●●●●、田、ほ

か１筆で計３，４３５㎡です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。

理由につきましては、農業廃止のためということです。 

 

資料８ページ、申請番号３５番、賃借権の設定です。所在地 大字溝延字不動木（フ

ドウギ）●●●●、田、ほか１筆で計２，１０２㎡です。渡し人は、●●●●さん、受

け人は●●●●さんです。理由につきましては、病気等で労力不足のためとのことで

す。 

 

次に申請番号３６番、所有権の移転です。所在地 谷地字十二堂（ジュウニドウ）●

●●●、畑、３８㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。

理由につきましては、双方の合意によるとのことですが、会社の所有分を整理している

ようです。 

 

    以上６件よろしくお願いします。 

 

 ○ 議長（会長） 

    ３条の許可申請について、皆さんの方からご質問、ご意見等ございませんか。はい、

堀委員。    

 

○ 堀委員 

   ３６番ですけれども。１０ａ当たり２６０万ていうふうな金額とか、あるんですけど

も高くはないんだかね。 

 

 ○ 議長（会長） 

    はい。どうでしょう。はい、安部委員。 

 

○ 安部委員 

こちらの、土地のほう、先日、確認させていただいたのですが、これ十二堂となって

るんですが、松橋の宅地の、真ん中、３方向住宅に囲まれているようなところになりま

す。まあ、宅地の真ん中にあるような更地だったので、そういった、ちょっと高い金額

に設定されているのかなと思いました。 

 

○ 議長（会長） 

   はい、すいません。事後になりましたけども、３６番除いて、現地調査のほう、すい
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ません、お願いいたします。はい布川委員。 

 

○  布川委員 

３１番、これ一昨日確認してきました。これ、２８７沿いで、１０ａ１１０万ですけ

ど、これぐらいの価格で妥当かなあと見てきました。国道についてますんで。あと、両

脇は田でした。きれいにうなわってました。田にするのかな、わかりませんけども、き

れいになってました。 

 

○ 議長（会長） 

   はい。３２番。 

 

○ 関委員 

３２番と３３番です。●●●●さんは先ほど、会長がおっしゃってた前農業委員の●

●●●さんの息子で、畑もきれいに整理されて、問題はないと思います。 

あと、３３番の、●●●●さんですけれども、●●●●さんの親戚の方で、農家を一

生懸命やってる方なので、畑もきれいに整備されていて、大丈夫だ、大丈夫っていう

か、間違いないと思います。 

 

○ 議長（会長） 

   はい。３４番。 

 

○ 木嶋委員 

はい。現地で確認したところ、きれいに手入れされていたと思います。受け人の●●

●●さんも積極的な農家ですので、問題はございません。 

 

○ 議長（会長） 

   はい。ありがとうございます。３５番お願いします。 

 

○ 押野委員 

    この二筆については、住吉屋食品の西側、昨年も水稲耕作しておりまして、●●●●

さんは、専業農家としては一生懸命頑張ってますんで、大事だと思います。以上です。  

 

○ 議長（会長） 

   はい、では改めまして、皆さんの御質問、御意見、ございますでしょうか。なけれ

ば、このまま進めさせていただきます。 

それでは議第９号 農用地利用集積計画（案）の決定について事務局よりお願いします。 

 

○ 事務局（奥山） 
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はい、それでは資料の９ページをご覧ください。 

    河北町長から農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、農用地利用集

積計画の決定を求める依頼がありましたので、審議をお願いするものになります。資料

１０ページが総括表ですが、所有権移転が３件と、貸借権設定が８件です。 

 

    資料の１１ページをお開きください。所有権移転です。 

申請番号２０７番、所在地 大字新吉田字吉田東（ヨシダヒガシ）●●●●、田、

１，６７７㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。売買価

格は１０ａ当１００，０００円で、総額１６７，７００円です。 

 

次に、申請番号２０８番ですが、ここでちょっと資料の訂正をお願いしたいです。右

のほうの売買価格のところ、１０ａ当たり９００円のところ、１１万１，１１１円と訂

正お願いします。その下の２０９番についても、１０ａ当たり３，７８０円のところを

２６，４５５円に訂正をお願いします。 

改めまして、申請番号２０８番が、所在地 大字溝延字前野（マエノ）●●●●、

畑、９０㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。売買価格

は１０ａ当１１１，１１１円で、総額１０，０００円です。 

 

次に、申請番号２０９番、所在地 大字田井字大官野（ダイカンノ）●●●●、樹園

地、３７８㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。売買価

格は１０ａ当２６，４５５円で、総額１０，０００円です。 

 

次に、資料１２ページ、貸借権の設定です。こちらも資料の訂正をお願いし、申請番

号２１２番の、支払い形態のところなんですけども、１０，０００円と書いてあるとこ

ろが１０ａ当たりになりまして、総額３０，０００円です。 

では改めまして、申請番号２１０番から資料１４ページ２１７番の貸借権設定につき

ましては、一覧のとおりの契約内容となっておりますが、地区の農用地利用改善組合長

より利用集積計画を作成するよう申し出があったものになります。 

 

次に申請番号２１８番、資料１４ページになります。使用賃借権の設定です。所在地 

大字溝延字前野（マエノ）●●●●、畑、９６０㎡１筆です。渡し人は、法定相続人代

表 ●●●●さん、受け人は●●●●さんです。こちらは、遊休農地としてリストに上

がっているものなんですが、●●●●さんが引き受けて再生する計画です。 

 

    以上１２件になります。よろしくお願いします。 

 

○ 議長（会長） 

はい、売買に関して、押野委員が直接関係しておりますので、一時押野委員退席お願
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いします。 

―――押野委員退席――― 

それでは、皆さんのほうから御意見、御質問賜りたいと思います。ございませんか。 

事務局ちょっとこの２１８番の再生について、ちょっと説明お願いいたします。再生

事業。これ、田畑だけだっけよね、確か。 

 

○ 事務局（奥山） 

樹園地じゃなかったと思いますが。 

 

○ 議長（会長） 

これは樹園地じゃないと、あれだか、再生事業の資金っていうのは。 

 

○ 事務局（奥山） 

再生事業は緑区分も対象になりますんで、草刈りだけのところも対象になります。 

 

○ 議長（会長） 

だとその労力ぐらいしか出ないということだな。あとは土改剤とか。 

 

○ 事務局（奥山） 

はい。 

 

○ 議長（会長） 

はい、分かりました。皆さんのほうから何かございませんか。なければ、このまま進

めさせていただきます。押野委員、終わりました。 

 

―――押野委員着席――― 

 

それでは次に議第１０号 農用地利用配分計画案の作成について、事務局説明お願い

します。 

 

○ 事務局（奥山） 

はい、それでは１５ページをご覧いただきたいと思います。 

河北町長から農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規定に基づき、農用地

利用配分計画の案を作成することについて、農業委員会の意見を求める旨の依頼があり

ましたので、審議するものになり、今回は借受者変更の配分計画案になります。 

資料の１６ページから３４ページに詳細がございます。地区の調整会議等で協議され

たものでありますので、それぞれの説明は、省略させていただきます。全２９５筆を４

４件に集約するものになります。よろしくお願いします。 
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○ 議長（会長） 

これは、各地区の調整会議で配分計画、を決定したもので、問題ないと思われますの

で、このまま、御承認ください。 

次に議第１１号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の改正について、これは

推進委員の皆様の御意見も、いただきながら、決定していく、事柄でございますので、

よろしく御協議いただければと思います。事務局、説明をお願いいたします。 

 

○ 事務局（奥山） 

資料の３５ページをご覧ください。議第１１号 農地等の利用の最適化の推進に関す

る指針の見直しについてです。こちらは事務局案になります。事前資料配布の際に、現

在の指針の趣旨もお付けしましたので、見比べてきていただいたかと思います。 

    この河北町の指針につきましては、平成２８年４月１日に施行されました農業委員会等

に関する法律の改正を踏まえ、今後の活動の指針として平成２９年１月２５日に策定して

おり、農業委員の改選期である３年毎に見直しを行うことになっております。この指針の

最終目標が令和５年３月までで終了しますので、新たに今後、今回は５年後の目標設定を

案とさせていただきました。農業委員及び推進委員の皆様のご意見をお伺いして設定させ

ていただきたく、お諮りします。 

    内容につきましては、事前に配布させていただいておりますので、全部は読みませんけ

ども、考え方について説明させていただきます。 

    まず、第１基本的な考え方について、まず第１の基本的な考え方っていう部分なんです

けども、下から３行目のところ、農業委員の長期的な目標として、１０年後に目指す農地

の状況等を示すものという計画になるんですが、県の農業経営基盤の強化の促進に関する

基本方針の最終目標年度が、令和９年度までとなっております。ですので、河北町につい

ても、それに合わせて、まずは令和９年度までを目標として定めさせていただきたいと思

いました。 

    資料３６ページ、第２具体的な目標、推進方法及び評価方法、１．遊休農地の解消目標

についてです。ここで、資料の訂正をお願いします。表の管内の農地面積の欄上から３つ

目の項、中間年の現状（令和８年３月）の管内の農地面積を２，０８３ｈａに。その下の

段の目標（令和１０年３月）の管内の農地面積を２，０８１ｈａに。同じ項の右端の欄、

遊休農地の割合を０．４４％に訂正お願いします。 

改めて、現状（令和５年３月）の管内の農家台帳による農地面積が２，１００ｈａなん

ですが、転用による減少を年１ｈａとし、また押切・吉田地区及び溝延地区の治水対策に

よる転用見込みを中間年までに１４ｈａ減少すると見込みました。 

遊休農地面積については、今年度からの最適化活動の目標設定において令和３年度末の

緑区分遊休農地を５年間で解消することとされておりますので、毎年０．８ｈａ減少。さ

らに、令和４年度以降に新たに発生した緑区分の遊休農地は、翌年度に全て解消すること

を目標として定めることとされましたので、その減少を見込んで計算したものです。現状
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１５．９ｈａを中間年には９．７ｈａ、目標年には９．２ｈａとしています。 

    （２）遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法について、①農業委員と推進委員

の班編成による毎年の農地の利用状況調査と利用意向調査を実施するとともに、違反転用

の発生防止・早期発見等のため、現場活動は日常的に実施し農地の適正な利用の確認をし

ます。 

    その調査結果については、オンラインによる農業委員会サポートシステムに反映して記

録し、農地ナビ上で公表します。 

    さらには、②利用意向調査の結果を受けて、農家の意向を踏まえた農地中間管理機構へ

の貸付手続きを行います。 

    新たな項目として、次が追加されました。③非農地判断について、再生利用が困難と区

分された農地については、現況に応じて速やかに「非農地判断」を行い、守るべき農地を

明確化します。 

    （３）遊休農地の発生防止・解消の評価方法 

   遊休農地の発生防止・解消の進捗状況は、遊休農地の割合により評価します。 

単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基づく

「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」のとおりと

します。 

 

    次に２．担い手への農地利用の集積・集約化について、（１）担い手への農地利用集積目

標ですが、こちらも資料の訂正をお願いします。管内の耕地面積の欄の中間年の現状（令

和８年３月）を１，７４３ｈａに。その下の項の目標（令和１０年３月）を１，７４１ｈ

ａに。その右の集積面積欄の中間年の現状を１，２３２ｈａ、その下の項の目標を１，３

９３ｈａに。一番右の集積率欄の中間年の現状を７０．７％に訂正お願いします。 

    管内の耕地面積については、１でご説明した農地面積と同じように、毎年の転用見込み

と堤防関係の転用見込みにより減少分を計算したものです。集積面積については、山形県

の令和１０年３月の目標は９０％ですが、国目標である８０％を達成する目標としました。

中間年には、毎年、前年目標の２％アップを目指しての計算です。この伸び率では最終年

の８０％達成には届きませんが、令和７年３月までに地域計画を策定するため、それまで

の話し合いにより集積が進むのではないかとの期待を込めての数値になっています。 

    下の表の【参考】担い手の育成・確保については、総農家数について、農林業センサス

の前回結果からの減少分を平均して計算しました。担い手について、現在町の新規就農者

の目標を毎年５人としておりまして、そのうち認定新規就農者を約半数の２人とし認定農

業者となることを想定して計算しました。認定農業者については、なかなか計算が難しい

のですが、直近５年間の減少数に、認定新規就農者の終了人数を加えて計算し、現在の人

数の維持を目標としました。基本構想水準到達者は減少見込みに認定農業者から抜けた人

の分を加算したものです。特定農業団体その他の集落営農組織については、現状維持とし

ました。 

    資料３８ページに行きまして、（２）①「地域計画」の作成・見直しについての部分が前
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の人・農地プランから名称と内容が変更になっています。 

    その下③ 農地の利用調整と利用権設定についての下４行目から７行目の部分が追加

されました。また、中山間地域等の農地の区画・形状が悪く、受け手が少ない又は受け手

がいない地域では、農地中間管理機構による簡易な基盤整備事業の活用と併せて集落営農

の組織化・法人化、新規参入の受入れを推進するなど、地域に応じた取り組みを推進する。 

   と追加しました。 

    ④の下の（３）担い手への農地利用の集積・集約化の評価方法、担い手への農地利用の

集積・集約化の進捗状況は、農地の集積率により評価する。単年度の評価については、「農

業委員会による最適化活動の推進等について」に基づく「農業委員会の農地利用の最適化

の推進の状況その他事務の実施状況の公表」のとおりとする。と追加しました。 

 

    ３新規参入の促進について、（１）新規参入の促進目標は、３９ページの表になります。

先ほど認定新規就農者の所でも言及しましたが、町では令和６年度までは年５人、令和７

年度以降は年６人の新規参入を目標としていますので、その数値を確保するよう計算して

います。面積については４月から下限面積２０ａの要件が撤廃されますので、これまで１

人当たり約１ｈａと見込んでいたところを０．５ｈａとして計算しました。 

    なお、右欄の新規参入者数（法人）については、現在黒田組１社だけで、今後特に増加

する要因が多く見込めないことから、１法人の増という目標にしました。 

    この項目についても、（３）新規参入の促進の評価方法が追加されました。 

最後、下の段、第３ 「地域計画」の目標を達成するための役割 河北町において作成

された「地域計画」に基づき、農地を効率的かつ総合的に利用していくため、河北町農業

委員会は次の役割を担っていく。の部分も追加されています。大まかな内容だけ説明させ

ていただきましたが、以上のような内容になっております。 

 

○ 議長（会長） 

はい忙しい中で、なかなか事前配布資料とはいえ、読む時間もなかったかと思います

けど、何か、推進委員さん含めて、何か御意見、御質問等ございませんでしょうか。 

はい、布宮さん。 

 

○ 布宮推進委員 

    前の仕事の関係もあって見つけたんですが、３７ページ、担い手の育成・確保の所なん

ですが、一番右端、特定農業団体その他の集落営農組織っていう表現なんですが、これは

過去に法人化を目指す組織を特定農業団体として時限的に認めてきたという経緯があり

ます。その後、河北町のほうでは、農事組合法人三つかな、集落営農組織だったもの。そ

れが法人格を取ってるので、今は、特定農業団体っていう言葉そのものが、終わってると

思うんですが、それ前の計画をそのまま移してこうなってるのか。内容的には、集落営農

組織、もしくは法人という形で、変更ある部分プラス、今後、想定される部分ということ

で、表現上、特定農業団体というのがおかしいのではないかと。思うものですが、いかが
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でしょうか。 

 

○ 事務局（奥山） 

確認させていただきたいと思いますが、この９団体っていうのは、町内には集落営農   

組織が残っている団体数になっております。 

 

○ 議長（会長） 

これはあれだ、法人化進めた、ファームひなの里、西里ファームそれからファーム

吉田これは３団体は法人化、したわけですね。これと、所謂名前だけの集落営農組

織、分けて、考えるっていうことは出来ないんですか。一緒にしてはちょっとあれな

のかなあと思って。前々から私もつけたんだけども。 

 

○ 事務局（奥山） 

農事組合法人にされたファームさんたちについては、認定農業者のほうに、今のと

ころ入ってるんです。 

 

○ 議長（会長） 

   こっちには入ってないわけね。 

 

○ 事務局（奥山） 

こちらの集落営農組織は、まだ法人化してない、集落営農組織の数になってます。 

 

○ 議長（会長） 

   今、布宮さんからあった、特定農業団体、ていう、名称は。 

 

○ 事務局（奥山） 

名称についてはもう一度確認が必要なんですけども、国の、案の段階ではこれ入っ

たまま来たんですよ。 

 

○ 布宮推進委員 

もう、法人化を想定して扱う特定農業団体ということで、別の恩恵が集積関係の対

象にもなってたっていうのは、過去はあるんですが、今、特定の集積のメリットは、

ないのかなというふうに認識してます。法人にしないと認められない。任意組織のま

まではとなってると思います。 

 

○ 議長（会長） 

これ、たしか２回ぐらい猶予期間を設けたんですよね。 
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○ 布宮推進委員 

そうです。ま、確認していただければ。 

 

○ 議長（会長） 

はい、高橋委員。 

 

○ 高橋委員 

  ３８ページのちょうど中間、真ん中に、中山間地域等の農地の区画、形状が悪く、受 

け手が少ない、又は受け手がいない地域では、農地中間管理機構による簡易な基盤整備

事業の活用、とありますけど、簡易な基盤整備を、やった際の経費はどうなるんでしょ

うか。 

    

○ 事務局（奥山） 

     事業を行うとすれば、中間管理機構が費用負担することになります。 

 

○ 高橋委員 

     そのあとに借りた人は、基盤整備の費用は払わなくてもいいと。 

 

○ 事務局（奥山） 

   そこは、借りる方については関係ないです。中間管理機構が、国から補助をもらっ

てやる事業になります。 

 

○ 高橋委員 

中間管理機構の事業の最初そもそもがそういうとこからスタートしたんだよね。そし

てその後、基盤整備した経費は、借り受け者が年貢にプラスアルファプラスして払うと

はなって、何かそのあと、基盤整備は借り手がいないとしないという形になって今まで

来たと思うんですけど。だからそういう状況が、大きく変わったということですね。 

 

○ 事務局（奥山） 

相手の方に費用負担があるとういうことは、意識してなかったんですけども、一応確

認させてください。それで、今、事例は、町内ではないんですが、積極的に中間管理機

構も借り受けるようにっていうことで、このたび、通知が来てるはずなんですけども、

今のところやっぱり借りる方がいないところはなかなか借り上げしてもらえないよう

な状況にはなっております。 

 

 

○ 議長（会長） 

北谷地の、今回は基盤整備終わった、あれは何地主さんがいくらかの費用を負担し



15 

 

てるわけ。いや、借り手が。 

 

○ 高橋委員 

いやいや、目標が集積率が８０％、連たんも８０％でその目標を達成した暁には、

１２％の本来自己負担がある分が、別な形で奨励金という形で返ってくるので、自己負

担ゼロで、基盤整備ができると、そういった事業。ただ、基盤整備をやった際に、もと

の面積と同じ面積が配布なるかというと、道路を広くとったりとか、ちょっと、無駄に

削る場所が多くなる。変形場所とかそういうので減歩率がちょっと高くなるので、以前

の面積と、基盤整備終わった後、またもう一度測量し直して、新たな面積で何％減った

というのを元の面積から％分へ減らして配布すると。そういった形になっております。 

 

○ 議長（会長） 

あそこは減歩率どれくらい。 

 

○ 高橋委員 

約１１％ぐらい。 

 

○ 堀委員 

基盤整理した中で、未整理地あったさげ、未整理地の部分だけが減歩率が高くなっ

たため、整理しった時と一緒に計算して、減歩率が１１％ぐらい。 

 

○ 議長（会長） 

あそこは完全に用排水なったんだべ。それで、１１％ぐらいだら、まず減歩率は、

私   のから見れば少ないなと思っていたんだけどその辺ちょっと調べてみてくだ

さい。田川委員、何かないですか。こういう、これから、いろいろ集積、的なものも

含めて。 

 

○ 田川委員 

はい。最適化の推進じゃなくてよろしいですか。 

 

○ 議長（会長） 

はい、どうぞ。 

 

○ 田川委員 

農地中間管理機構として契約されている土地の売買についてちょっと御検討いただ

きたいんですけども。現在地権者の方が、地元にいないということで、遠方にいられ

るっていう方が多くて、この土地を売りたいということが結構あるんですけども、現

行、売買する、した場合は、１年以上買った人が、そこの耕作権を持つということに
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なってるんですけれども、実際農地の集積集約化が進んでる中で、例えば１区画の田

んぼの中に１０筆ぐらい筆があって、そのうちの一筆だけ売買されるということがあ

ってもそんなことは実際問題としては成立しないんで、耕作者側が、売買は認めない

ということで、売買契約成立しないというふうになってるんです。 

新しく購入されたいという方がおられた場合に、その人と現在の耕作者が、翌年す

ぐ耕作権の設定っていうことで、賃借契約を結べるようにしてもらえないかなという

のがちょっとあるんです。 

結果としても１年以上かかった人が耕作するという土地の転売とかそういう意味で、

そういったものがあるんですけども、そういったものをちょっと、農業委員会で話し

合っていただけないかと思います。 

ここ数年来た地区でも三、四件ありまして、実際その案件が今年の冬にも１件あっ

たんですども、それで私の方の農地も、３０ａ程手放すような形になったんですけど

も、近年こちらに地元にいた方が亡くなって息子さんたちがもう遠方にいるっていう

話が多くてですね、どうしても管理出来ないんで売りたいという話が結構多く舞い込

んできてるので、その辺をちょっと話し合っていただきたいなと思います。 

 

○ 議長（会長） 

これはあの、河北町農業委員会でだけでできるような用向きではないですよね。 

 

○ 事務局（奥山） 

法律的なことを言ってしまうと、やっぱり、買い受ける人借り受ける人が耕作する

前提で、農業委員会としては許可を出しているので、やはりそこは、買った人、許可

をもらった人がね、耕作する義務はあるんでしょうね。ただ、許可おりた後で事情が

変わって、別の設定になるってことはあるとは思われますが。 

 

○ 議長（会長） 

多分、その案件案件ごとに、所謂その不在地主さん主体で、とにかく、農地を手放

したいって、今つくってる方が、素直に買ってくれれば、いいんだろうけども、なか

なかそうばかりも、いかないのが、現実なわけですね。 

そういったときに、所謂、耕作すっかすねがわかんないけども農家としての権利を

持っている方が、んだら俺取りあえず買うみたいな、耕作するしない別にして、買う

って言って、農業委員会に出てきた場合は、一応耕作するっていうことを前提に、こ

こで、議論するわけですから、農家の資格があれば、ここではまあ許可すると。 

だけども、今度、今現在耕作している人の所謂土地は買わないけども、これ取上げ

られると、みんな３反歩ずつの田んぼであればいいんだけれども、中に、場合によっ

ては３人も地権者が入ってるような、田んぼがあるときあるわけですよね。やっぱり

そういったときに、その調整っていうのは、なかなか、難しいのかなあっても思うし、

だから、 
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そのへんをを、所謂全体で話し合うことも必要なんだけれども、やっぱりその地域

の人間関係、それから地域の実情、よく知っている地元の農業委員さん、あるいは推

進委員さんに、その辺、事務局と法律的なことも踏まえながら、調整、あっせん、あ

るいは中間管理事業のマッチング、していただかなければならないのかなあっていう、

かなり重い責任なんだけども、だから今までの人農地プラン、からちょっと飛躍して、

国の考え方では、農地一筆一筆ごとに、１０年後の、耕作者、の名前張りつけろみた

いなこと、方針出してるわけなんですけども、なかなかその辺も含めて、今年の秋あ

たりから、皆さんに、とにかく汗をかいてもらわなきゃなんないと。 

多分その中で、単なる貸借だけでなく、所謂売買も含めた、そういうあっせんって

言ったらちょっとあれですけども、そのマッチングをうまく皆さんのほうにしていた

だかなければ、ならなくなるので、法的なことはちょっと事務局のほうと、少し、詰

めてみてください。 

 

○ 田川推進委員 

いや、ですから、買う側がどうしても買いたいから買ってるわけじゃなくて、売り

たい側のどうしても売りたいということで、買う側は仕方なく買ってるわけなんです

よ。要らないんですよ、こんな田んぼ。ただ隣に自分ちの田んぼがあるから、隣の田

んぼと合わせて買ってもいいよってそう隣の人が言ったとしても、でも実際耕作して

る方は違う人なんで、売買が成立出来ないと。せっかく集約化されて、１町歩以上と

か集積、集約されてる中で、たった１ａぐらいの田んぼ、それで１ａ２ａの田んぼが

売買も出来ないというふうになると、これはもうどうしたものかと思って、これはも

う、今河北町でもどんどん集積進んで、基盤整備進んで、ただ一つの田んぼに、１０

人ぐらいいるのが北谷地地区では当たり前の状況になってるんです。それでも売買が

成立しない。これ何とか考えられないかと。一旦全部仮契約を解除して、３条で売買

して、その借りたりするのも１回で中間管理機構で進めて、そういうのは出来ないで

すね、今。これはもう中間管理機構の事務局やってる改良区さんにも相当な案件持ち

込まれている。同じような、ほかの地区でもあると思うんですけども。 

法律法云々とかいうのも、あると思うんですけども。 

 

○ 宇野事務局長 

法的な案件なので、この場でどうのこうのとは決められないので、整理しないと。 

 

○ 議長（会長） 

ただ、やっぱり、そのなんていうんでしょ。今まあ皆さん忙しくなってきたけれど  

も、あくまでも農業委員、あるいは推進委員とての仕事としては、地域計画の策定、

そんな１００％うまくいくわけないんですけども、その地域の、所謂担い手となりう

る方にそうやって、売買にしろ、それから貸借にしろ、その辺は、調整していくほか、

ないのかなあという。んで、所謂法律論でいけば、なかなか難しいけども、ある程度
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目をつぶるとこはつぶって集積、特にその３反歩の田んぼの中に権利１ａしか、持っ

てないなんていうのは、やっぱりもしかすると稲植えれば、１列植えて終わりの面積

かもしれないような、あれはやっぱり特に、集積、集約、進めていかなければならな

い。その中で、問題が出てきてもある程度目をつぶることも必要になってくるのかな

あというふうに。 

 

○ 田川推進委員 

  多分現行は、これ、売買が成立したとしても、買った人が、今までの耕作者に、ヤ

ミ耕作という形で、１年なり２年なりやってるのが現状だと思うんです。何年か後に、

また賃借の契約を結ぶという、そういう形なんですけども、このヤミ耕作を黙認して、

それを堂々と農業委員会がヤミ耕作としてやれよ、と言っていいのか、という話なの

で、はい。ただこれはもう本当に、全部町内全部でおける案件なんで、ぜひとも、今

後とも検討していただきたい。ある程度上の組織のほうからある程度、法的な判断を

示してもらわない限りはちょっとこの話は進まないと思いますし、そのためにね地権

者の人が、遠方からわざわざ１時間２時間かけて、地元の草刈り堰払いで参加するの

が、そういう現状もあるんで、それがだんだん高齢化しづらくなってきてる実態とか

そういういろんな事情の売り手側のいろんな事情もあるもんですから、なんとか売買

を成立してあげたいなというのがあるもんですから、よろしくお願いします。 

 

○ 議長（会長） 

そのへん今度、貸し剥がしすることも、なかなか難しい。 

まず、地域計画の中で、いろいろと話し合っていただけたらと思います。 

ほかに何か皆さんのほうから。何も今回だけで、この話合い終わるわけでないです。 

もう１回、御自宅のほうに書いて改めてこれをお読みいただいて、次回の農業委員会

でも結構ですので、その辺どうなんや。その辺直すべきでないかっていう河北町のあ

くまでも指針なもんですから、少しこの辺直せないんだかやっていう点がありました

ら、もう１回、自宅のに帰ったらお読みいただいて、次回の委員会でも結構ですので、

御意見をいただければありがたいと思います。 

はい、高橋委員。 

 

○ 高橋委員 

 先ほどの質問と関連なんですけども、耕作放棄地の１番と目指すところは、果樹サ

クランボ止めて、そのまま、という耕作放棄地が現実的に田んぼよりも、そっちのほ

うが大きいと思うんですけれど、そういった樹園地の耕作放棄地なんかをこの中間管

理機構の整備というのでは、出来ないんですかね。 

 

○ 事務局（奥山） 

何かで１回話したような気がするんですけど。中間管理機構で引き受ける基盤整備
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っていうのは、草刈り、ぐらいで耕耘すれば、すぐ耕作できるようなところのみです。

しかも、雑木とか、細い木が入ってるところは引き受けるものもあるようですけど、

果樹を植えたものの改植とか、伐採については、該当しないという回答をもらってま

す。果樹については該当ならないんです。 

 

○ 議長（会長） 

地域全体で取り組んだ場合は、どうなるの。例えば何ヘクタールとか。 

 

○ 宇野事務局長 

 多分まだ別メニューになってくると思う。それは定かではないんですけど、例えば

大きなある程度一定の面積を侵食とか改植するっていうのはまた別メニューであるは

ずです。 

 

○ 事務局（奥山） 

何人か担い手の方が集まって、事業費２００万以上のやつ、やるなんていうときは

また、別のメニューがありますけども。 

 

○ 議長（会長） 

 やっぱり借りた人が、そこ耕作放棄地再生事業みたいな制度を使って、するのが、

やっぱり今のところ手いっぱいなのかなっていう。    

 

○ 高橋委員 

サクランボ畑、ある地区は結構な面積で、あんのよ。だからその、先ほど説明で分

かりましたけれども、ハウスを撤去、それから伐採抜根ここまでは２００万限度の、

町の補助事業もありますということで、それで対応、例えばねそういう対応した後、

その場所というのが畑の場合、割と面積が小っちゃい人がいっぱい集まってるみたい

な耕作放棄地あるのよ。そういった場所を一旦ここきれいに整地して、整地してきれ

いになった場合は、借りてもいいよというような人はいるんですよ。ただちっちゃい

ごちゃごちゃていうところでは、誰も借りる人いないんで、それからその上物の撤去

の後に、まだ畑地の基盤整備な形で、簡易な基盤整備、中間管理機構の事業を使って、

やれたら、耕作放棄解消になるのかなあと。思うんですけど。 

 

○ 事務局（奥山） 

いろいろ細かいところとか、大規模なところとか、国とか県の補助メニューはある

んですけども、やっぱり、やるときには、事業主っていうか、町にも、やった人にも

負担がかかるところがありますので、ちょっと、相談とか計画してみてからかなとは

思います。すぐこれでいけるっていうふうにはいかないと思うんですけど、この結構

まとまった面積あって、借りる方がいるよっていうのであればちょっと御相談させて
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いただきたいと思います。 

 

○ 高橋委員 

   はい。 

 

○ 議長（会長） 

   はい、堀委員。 

 

○ 堀委員 

これ、全然、関係ないと思うんですけど。去年、山のほうに、カボチャ植えたんだ

けども、みな猪に食われて、さっぱり収穫出来ねっけ、ということがありまして、河

北町で、猪とか、熊とか、罠っていうのは町としてはなんぼくらいあるんですか。 

 

○ 宇野事務局長 

罠自体は罠仕掛ける人に、イノシシの被害はよ、まず、正直言ってよ、河北町さ全

然情報来てないのよ。それをちゃんと言ってもらわないと、俺だから今度猟友会さ言

って、猟友会の人が罠仕掛けるとかならないのよ。まずは、情報欲しいのよ。熊だと、

熊見たって言うと罠仕掛けたり、危ないから近づかねでって、区長さんさ紙回したり

するんだけど、イノシシって１件も正式なもの、人伝いには来てるんだけど、きちん

とイノシシ出た後、被害出たと言ってもらわないと、猟友会の人たちも動がんねのよ。

現場も見らんなねし。面倒くさいからっていう、それはやめてほしいのよ。 

 

○ 議長（会長） 

堀委員、総会でなく協議会のその他の事項で１回。すいません、それでは３月、農

業委員会、これで、協議のほう、終了させていただきます。 

 

午後３時１５分 閉会 
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